
 
 

 
産業競争力強化法案における特許料等の減免措置について 

 

平成２５年１１月 

特 許 庁 

 

産業競争力の強化に資する措置として、中小・ベンチャー企業等を対象と

した特許料等の減免措置を講じる。この措置を同一内容の案件に適用する

場合、日本の料金水準は米国の最大限の減免措置の約半分の水準になる。 

 

１．減免の対象 

産業競争力強化に資する技術分野の出願について、新たな産業の創出に

対する寄与の程度と資力を考慮して定める要件に該当する者を対象に、特

許料等の減免措置を講ずる。具体的な対象者としては以下を想定（政令委任

事項）。  

①小規模企業（従業員２０人以下（商業・サービス業は５人以下） ） 

②中小ベンチャー企業（設立１０年未満、資本金３億円以下） 

※①及び②ともに個人事業主を含む。大企業の子会社など支配法人のい

る場合は対象外。 

 

２．減免措置の内容 

集中実施期間（平成２５年度以降の５年度の期間）の時限措置（施行日か

ら時限の期間内に審査請求又は国際出願したものが対象）として特許料等を

軽減。具体的には１／３に軽減することを想定（政令委任事項）。 

＜国内出願＞ 

①審査請求料                １／３に軽減 

②特許料（第１年から第１０年分）    １／３に軽減 

＜国際出願（ＰＣＴ出願）＞※日本語の出願に限定 

①調査・送付手数料（ＪＰＯ分）      １／３に軽減 

②予備審査手数料（ＪＰＯ分）       １／３に軽減 

※出願手数料と予備審査手数料（いずれも WIPO 分）については、１／３ま

で軽減すべく交付金を予算要求中。 

 

３．施行期日 

特許料等の減免措置については、公布の日から起算して６月を超えない

範囲内において政令で定める日から施行（平成２６年４月１日施行を想定）。 

資料５  
平成２５年１１月２８日 
産業構造審議会 
第３回知的財産分科会 
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拡充措置（案）
国内・国際減免（１／３）

これまでの措置
国内減免（１／２）

減免適用なし

中小企業への減免
（出願料、審査請求料、

特許料１－３年分を７０％軽減）

減免適用なし

中国

マイクロエンティティ（１／４）

スモールエンティティ（１／２）

減免適用なし

欧州特許庁
(ドイツで特許権を維持する場合)

出願料 審査請求料等 特許料（１０年間） 国際出願手数料 国際調査・送付手数料

日米欧中韓特許庁の料金水準（中小企業への減免措置を含む）の比較

日
本

米
国

※出願時請求項数１０、登録時請求項数６、ページ数４０の場合。

※１ドル＝１００円、１ユーロ＝１３０円、１元＝１６円、１ウォン＝０．０９円、１スイスフラン=6.68元=1158ウォンで算出。

※米国は国際調査・送付手数料の減免措置を来年から導入予定。

※中国・韓国は上記の料金減免の他に各種の補助金あり

合計

約21万円

約41万円

約60万円

約12,566ドル
（約126万円）

約6,966ドル
（約70万円）

約4,166ドル
（約42万円）

約11,437ユーロ
（約149万円）

欧
州

約36,280元
（約58万円）

約4,796,440ウォン
（約43万円）

約4,190,940ウォン
（約38万円）

韓
国

中
国

※欧州特許庁には中小企業への
減免措置はない
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減免措置の対象企業

従業員数
２０人以下
（８７．０％）

資本金
３億円以下
（９９．７％）

設立１０年未満

特許法
国内１／２軽減

従来の減免措置 今回の措置の適用後

設立１０年経過後

産業技術力強化法
国内１／２軽減

（研究開発型中小）

赤字 黒字 赤字 黒字

特許法
国内１／２軽減

産業技術力強化法
国内１／２軽減

（研究開発型中小）

小規模
企業

中小
企業

従業員数
２０人以下
（８７．０％）

資本金
３億円以下
（９９．７％）

中小
企業

小規模
企業

今回の措置
産業競争力強化法案

国内・国際ともに１／３へ軽減

※中小企業の定義
中小企業基本法 製造業その他 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人

（卸売業は1億円以下又は100人以下、小売業は5千万円以下又は50人以下、サービス業は5千万円以下又は100人以下）
特許法 資本金の額又は出資の総額が３億円以下の会社

設立１０年未満 設立１０年経過後

黒字 赤字 黒字赤字
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